
「第１３回鳥栖市地域公共交通会議」 

       「第１３回鳥栖市地域公共交通活性化協議会」合同会議 次第 

 

  平成２４年２月２９日（水）１８：００ 

鳥栖市役所 ３階大会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 協  議 

（１）市内路線バス弥生が丘線の運行見直しルート（案）について  ・・・・・資料１ 

      

（２）ミニバス（基里地区・旭地区）の運行形態について      ・・・・・資料２ 

 

（３）ミニバス（基里地区・旭地区）の運行事業者選定方法について ・・・・・資料３ 

 

（４）ミニバス回数券の導入について               ・・・・・資料４ 

 

３ 議  事 

議案第１号  平成２４年度事業計画（案）について 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 



資料1

弥生が丘線見直し路線（案）



往  路 
 

復  路 

赤坂 

弥生が丘駅 

弥生が丘病院前 

弥生が丘三丁目 

産業団地前 

北部グラウンド西 

弥生が丘五丁目 

大久保公園

八ツ並公園北 

ほんごう池前 

 
 
弥生が丘 
小学校 

弥生が丘線（弥生が丘周辺）路線図及び乗降所（案） 

（バス停名は仮称） 

―１― 



往  路 
 

復  路 

弥生が丘線現行ルート 
（弥生が丘周辺） 

赤坂 

弥生が丘駅 

ほんごう池前 

弥生が丘病院前 

八ツ並公園北 北部グラウンド前 

産業団地前 

産業団地 

産業団地西 

ｼｰｴｯｸｽｶｰｺﾞ 

―２― 



 資料２ 

  

鳥栖市ミニバス（基里地区・旭地区）運行内容（案） 

 

１ 路線名 

（１）基里地区循環線 

（２）旭地区循環線 

２ 路 線 

 資料 2-1「鳥栖市ミニバス（基里地区・旭地区）路線（案）」のとおり 

３ 運行日 

 日曜・祝日、お盆（８月１３日～１５日）、年末年始（１２月２９日～３１日、１月

１日～１月３日）を除き、基里地区循環線と旭地区循環線を異なる曜日で、週に３日

ずつ運行する。 

（１）基里地区循環線 火曜日・木曜日・土曜日 

（２）旭地区循環線 月曜日・水曜日・金曜日 

４ 運行便数 

（１）基里地区循環線 運行日 1日当たり７便 

（２）旭地区循環線 運行日 1日当たり７便 

５ 運行時間 

  （１）基里地区循環線 ９時から１６時台（１時間に１便程度） 

  （２）旭地区循環線 ９時から１６時台（１時間に１便程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 運賃 

   一律 200円 

７ 運行車両 

   資料 2-2「鳥栖市ミニバス運行車両（案）」のとおり 

８ 乗客数 

   乗客定員９～１４人 

９ その他 

  車両の定員を超える乗客が発生した時には、普通車の追加運行で対応し、いわゆる

積み残しを回避する。 

○基里・旭地区運行内容比較一覧 【参考】

現行（H21.10.1～H24.9.30）

運行形態 路線バス

路　線 路線バス基里線 基里地区循環線 旭地区循環線

運行台数 0.5台

運行便数 7便 7便（火木土曜） 7便（月水金曜）

年　　間
運行経費
（概算）

約700万円

ミニバス

見直し後（Ｈ24.10.1～）

1.0台

約650万円

 



資料2-1

鳥栖市ミニバス（基里地区・旭地区）路線（案）



基里地区循環線路線図及び乗降所（案） 

フレスポ鳥栖 

鳥栖駅前 

流通団地南 

曽根崎町 啓心会病院 

重田 

啓心会デイケア 

飯田町 

日恵寺公民館 

幡崎町公民館 

姫方公園前 

うぐめだ橋 

基里老人福祉センター 

区間は乗り降り自由区間 

（バス停名は仮称） 

―１―



ＪＲ肥前旭駅前 

ＪＡ旭支所前 

野田内科前 

旭公民館 

於保里 

マックスバリュー 
ハロー村田店前 

村田郵便局前 

江島町公民館 

不動島 

田出島 
下野 

下野南 

下野中 

下野北 

下野町公民館 

あさひ新町南 

旭地区循環線路線図及び乗降所（案） 

区間は乗り降り自由区間 

（バス停名は仮称） 

―２―



 資 料 2-2 

鳥栖市ミニバス運行車両（案） 

 

⑴ 道路運送車両の保安基準に適合する事業用自動車であること。 

⑵ １０人乗り（乗客定員９人）～１５人乗り（乗客定員１４人）の車両で、

ミニバスルートの運行に支障がない車両であること。 

⑶ 手すり、補助ステップ等、利用者の乗り降りに利する機能を有すること 

⑷ 乳母車等を積載できるような車両であること。 

 

《参考》写真は鳥栖地区・田代地区運行車両（㈱鳥栖構内タクシー様保有、10人乗り） 

 

  



鳥栖市ミニバス（基里地区循環線・旭地区循環線） 

運 行 事 業 者 の 選 定 に つ い て（案） 

 

 

 １．業 務 名  鳥栖市ミニバス（基里地区循環線・旭地区循環線）運行業務 

   

 

 ２．運 行 期 間  平成２４年１０月１日～平成２７年３月３１日（２年６ヶ月） 

 

 

 ３．選 定 方 法  公募型（条件付）プロポーザル方式 

            鳥栖市ミニバス（鳥栖地区循環線・田代地区循環線）運行事

業者選定の際と同様に、住民・利用者代表の方を選定委員とし

て公募を行い、条件を満たす応募者を募り、優れた能力を有す

る事業者の選定を行う。 

 

 

４．募 集 要 件  ①道路運送法第３条第 1号イの一般乗合旅客自動車運送事業に

ついて、同法第４条の許可を受けた者、または受けようとす

る者で、ミニバス運行の業務を遂行するために必要な各種関

係法令などに基づく手続きを行い、許認可などを受け、業務

開始日までに確実に運行できる能力を持つ者。 

②鳥栖市内に事業所などがある者、または設置しようとする者。 

 

 

５．事業者選定 

スケジュール 

       （ 予 定 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時  期 スケジュール 

4月 2日（月） 公告・事業者募集開始 

4月 2日（月）～16日（月） 参加表明書提出、質問受付 

4月 17日（火）～20日（金） 質問回答 

4月 23日（月）～5月 1日（火） 提案書提出 

5月 15日頃 運行事業者選定委員会 

5月中 地域公共交通会議・協議会 

6月上旬 運輸局申請 

資 料 ３ 



鳥栖市ミニバス回数券の導入について 

 

 鳥栖市ミニバスの利用促進策の一環として、利用者の利便性の向上を図るため、割引

を含めた回数券の導入を行う。 

 

１．回数券を導入する運行路線 

  鳥栖市ミニバス（鳥栖地区循環線・田代地区循環線）全路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．回数券を導入する運行系統の運賃（料金）及び回数券の種類、販売額 

  ①運賃（料金） 

全 区 間 一 律 200円 

  ②回数券の種類及び販売額 

種 類 金 額（販売額） 明  細 

回数券 2,000円 券種 2,200円券（200円×11枚） 

 

３．運用方法 

  ①適 用：鳥栖市ミニバスのみ（路線バスでの使用不可） 

  ②有 効 期 間：期限なし（鳥栖市ミニバス運行期間内に限る） 

  ③販 売 所：運行委託会社及びミニバス車内 

  ④仕 様：別紙「鳥栖市ミニバス回数券レイアウト」のとおり 

 

４．実施予定日（適用開始日及び販売開始日） 

  平成 24年 4月 1日 

 路線名 
運行経路 

起点 経過地 終点 

1 鳥栖地区循環線 
フレスポ鳥栖 

（１便目は鳥栖駅前） 
イズミ鳥栖店 フレスポ鳥栖 

2 田代地区循環線 
フレスポ鳥栖 

（１便目は鳥栖駅前） 

中冨記念 

くすり博物館前 
フレスポ鳥栖 

資 料 ４ 



×1枚
(表面)

(中面１)

×2枚

鳥栖市ミニバス回数券レイアウト

(裏面)

(中面２)

×1枚

×1枚

●1回のご乗車につき
お一人様一券片を
ご 利 用 く だ さ い 。

●この回数券の払い
戻しはできません。

【注意事項】

●こ の 回 数 券 は 、
鳥栖市内 を運行する
鳥 栖 市 ミ ニ バ ス で
のみ使用できます。

※路線バス等では、
使 用 で き ま せ ん 。
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見
本

 ２００円

鳥 栖 市

２００円

鳥 栖 市

２００円

鳥 栖 市

２００円

鳥 栖 市

ミニバス回数券

ミニバス回数券

ミニバス回数券

ミニバス回数券

見
本

 

２００円

ミニバス回数券

２００円

鳥 栖 市

２００円

鳥 栖 市

ミニバス回数券

使用できません

ミニバス回数券

鳥 栖 市

見
本

 
　　　　　（ＴＥＬ　0942-85-3602）

お問い合わせ：鳥栖市都市整備課

　この回数券は、鳥栖市内を運行す
る鳥栖市ミニバス全線で使用するこ
とができます。

裏面も必ずお読み下さい。

販売所：ミニバス車内及び運行事業者

発　 行：株式会社　鳥栖構内タクシー

H24-No.001

鳥 栖 市

ミニバス回数券

（２００円×１１枚つづり）

領収額　２，０００円

別 紙 



議案第１号  

 

 

平成２４年度「鳥栖市地域公共交通会議」  

「鳥栖市地域公共交通活性化協議会」事業計画（案）  

実 施 事 業  内    容  

１  路線バス弥生が丘線の

運行内容の見直し  

企業との共同運行の廃止により、市の単独補助と

なるため、ルート・運行便数・ダイヤの見直しを行

う。  

 

 ・見直し運行開始  平成２４年１０月１日  

２  路線バス麓線のダイヤ

見直し  

 市内路線バス「麓線」の利用者数が減少傾向にあ

ることから、利用増進を図るため、ダイヤの見直し

を行う。  

 

・見直し運行開始  平成２４年１０月１日  

３ 鳥栖市ミニバス  

（基里地区・旭地区）の

運行  

旭地区の交通空白地域を解消し、基里地区の公共

交通サービスの確保維持を行うため、両地区でミニ

バス運行を開始する。  

 

 ・ミニバス運行開始  平成２４年１０月１日  

４ ミニバス回数券の導入  運賃支払い環境の向上、利用促進の観点からミニ

バスに利用できる回数券を導入する。  

 

 ・回数券導入時期  平成２４年４月１日  

（鳥栖地区・田代地区）  

５ バスマップ作成業務   路線バス及びミニバスの運行形態の見直しに伴

い、路線図・時刻表等の情報をまとめたバスマップ

を作成し各戸への配布を行う。  

 

  ・配布時期 平成２４年９月中  

６ 利用促進策の実施   路線バス及びミニバスの利用者数増加・新規利用

者獲得を目指して継続的な利用促進を行う。  

 

（市報掲載等によるバス利用啓発、「バスの日」イ

ベント in 鳥栖の開催、利用実態調査の実施等）  
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